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1 総則 

1.1 目的 

この「工学院大学 事業継続計画（BCP）」（以下、「本計画」という）は、学校法人工学院大学

（以下、「本学」という）の各キャンパスにおける災害対応について必要な事項を定め、大規模地震発

生時の迅速な対応を実現し、人的・物的被害の未然防止あるいは最小化を図ることを目的とする。 

 

1.2 基本方針 

災害対応に関する本学の基本方針は以下のとおりとする。 

 
 

1.3 対象範囲 

本計画は以下を対象とする。 

対象者 本学の教職員、協力会社従業員等（以下、「教職員等」という） 

対象拠点 新宿キャンパス、八王子キャンパス、附属中高 

対象リスク 大規模地震 

• 原則として、本学キャンパスの所在自治体において震度 6 弱以上の地震が発生

した場合を想定 

• その他の自然災害や事故等により、本学の学生・生徒・教職員等や拠点に大き

な被害が発生するなど、本学に大きな影響を与える場合は、本計画に準じて対

応する 

 

1.4 所管および改廃 

非公開 

 

 

1.5 関連する規程類 

非公開 

  

（１） 人命安全を最優先とし、学生・生徒・教職員および来訪者の安全を確保する。 

（２） 二次災害の発生を抑え、資産の保全を行う。 

（３） 近隣の住民や自治体等と連携し、地域防災に努める。 

（４） 教育の早期再開および法人として必要な業務の継続を目指す。 
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2 災害発生時の対応体制 

2.1 対応体制の概要 

 初動対応局面 

地震発生直後の初動対応局面（おおむね地震発生当日～３日後程度）においては、自衛消防

組織による最低限の安全確保を目的とした活動が完了した後、災害対策本部（以下、「対策本部」と

いう）を立ち上げ、人命安全・二次災害防止を目的とした活動を行う。 

 

 復旧局面 

初動対応が収束しはじめた復旧局面においては、対策本部会議を継続しつつも、大学の通常組織

が中心となって復旧・授業再開を目的とした活動を行う。 

地震発生後の両局面における活動の中心組織を以下に示す。 

 
 

2.2 初動対応局面の対応体制 

初動対応局面における対応体制およびそれぞれの対策本部における役割は以下のとおりとする。なお、

災害時の各担当の人数や対応事項の多寡に応じて、本部長・本部員は柔軟に組織を編制する（対

策本部内での構成変更、その他部署等からの応援等）。 

 

 
※各キャンパスにおける構成員は別紙自衛消防隊編成表に定める。 

通常組織 

※全体での対策本部会議は

継続 

対策本部 

*1 人命安全・二次災害防止を目的とした活動、地震発生当日～３日後程度を対象 

*2 復旧・授業再開を目的とした活動、地震発生３日後以降を対象 

初動対応局面*1 復旧局面*2 

地震発生後の時間の流れ 地震発生 

八王子キャンパス 

災害対策本部 

法人本部 

災害対策本部 

附属中高 

災害対策本部 

連携 
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※八王子キャンパスと附属中高は、災害発生時には相互に連携して災害対応に当たる。 

※各行動の概要は、3.に定める。 

 

 

組織 
担当組織 役割 対応する時間の目安 

新宿 八王子 附属中高  ～3 時間 ～24 時間 ～3 日 

本部長 

理事長・理

事 

 

学長・副学

長 

学長・副学

長 

校長  対策本部の設置判断 ●   

 対策本部の活動の統

括 
● ● ● 

 対策本部各班からの

相談事項に対する審

議 

● ● ● 

本部員 

自衛消防隊

編成表の通

り 

自衛消防隊

編成表の通

り 

自衛消防

隊編成表

の通り 

 対策本部各班からの

相談事項に対する審

議 

● ● ● 

 本部長の意思決定補

佐 
● ● ● 

事務局 

総務・人事

部 総務課 

学事部学事

課 （ 八 王

子） 

中高事務

室 

 対策本部メンバーの招

集 
●   

 対策本部の設営 ●   

 対策本部会議議事録

の作成・共有 
● ● ● 

 残留/帰宅判断 ●   

 法人全体の被害の集

約 【新宿のみ】 
● ● ● 

人事担

当 

総務・人事

部 人事課 

学事部学事

課 （ 八 王

子） 

中高事務

室 

 教職員の安否確認 ● ● ● 

 教職員の残留/帰宅の

対応 
● ● ● 

学生・

生徒担

当 

学事部  学

生 支 援 課

（新宿） 

学事部  学

生 支 援 課

（八王子） 

各担当教

員 

 学生・生徒の安否確

認 
● ● ● 

 学生・生徒の残留/帰

宅対応 
● ● ● 

 負傷者対応 ● ● ● 

施設担

当 

施設部  施

設 課 （ 新

宿） 

施設部  施

設課（八王

子） 

施 設 部 

施 設 課

（ 八 王

子） 

 キャンパスの被害確認 ● ● ● 
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組織 
担当組織 役割 対応する時間の目安 

新宿 八王子 附属中高  ～3 時間 ～24 時間 ～3 日 

渉外担

当 

 

 

 

経営企画部 

学長室 

研究推進部 

大学事業本

部 

通報連絡

班 

 自治体等との情報連

携 
● ● ● 

 外 部 機 関 と の 連 携 

【新宿のみ】 
● ● ● 

 近隣住民・帰宅困難

者等の受入対応 
● ● ● 

広報担

当 

通報連絡

班 

 学外被害情報の収集 ● ● ● 

 学生・生徒・教職員へ

の情報発信 
● ● ● 

情報シス

テム担当 

情 報 シ ス テ

ム 部 （ 新

宿） 

情 報 シ ス テ

ム部（八王

子） 

情報システ

ム 部 （ 八

王子） 

 情報システムに関する

対応 
● ● ● 

 

2.3 対策本部の設置基準 

以下の事態が発生した場合に、対策本部を設置して対応に当たる。 

【新宿】 

 本学キャンパス所在自治体において、震度６弱以上の地震が発生した場合 

 本学キャンパス所在自治体において、震度６弱未満の地震が発生した場合でも、本部

長が必要と認めた場合 

【八王子、附属中高】 

 所在自治体において、震度６弱以上の地震が発生した場合 

 所在自治体において、震度６弱未満の地震が発生した場合でも、各本部長が必要と

認めた場合 

 

2.4 対策本部の設置場所 

対策本部の設置場所の順位は以下のとおりとする。また、利用できる通信手段の状況等に応じて、オ

ンラインによる対策本部の設置も検討する。 

キャンパス 第一順位 第二順位 第三順位 

新宿 法人事務フロア 高層棟 2 階 1 階アトリウム 

八王子 N01-117 学生センター 警備室（夜間早朝） 

附属中高 高校教員室 中学教員室 事務室 

 

非公開 
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2.5 対策本部の設置手順 

 平日日中発災の場合 

平日日中に 2.3 に該当する事態が発生した場合、以下の手順で対策本部を設置する（組織名称

は対策本部の名称：次項も同様）。 

① 事務局員は、2.3 に該当する事態の発生を、インターネット・TV ニュース等により覚知す

る。 

② 事務局員は、被害情報を収集し、その地震による影響予測を行う。 

③ 事務局長（不在時は代行順位に基づく代行者）から本部長へ影響予測の結果を報

告し、対策本部設置の必要性について協議する。 

④ 本部長は、対策本部の設置要否を決定する。 

⑤ 設置を決定した場合、以下の対応を取る。 

➢ 事務局長は、対策本部設置場所・会議開催時刻を決定する。開催時刻は、情

報収集に要する時間を考慮のうえ、決定する。 

➢ 事務局員は、対策本部資機材を本部設置場所へ設置する。 

➢ 事務局員は、対策本部各班員に対して参集を指示し、収集情報と課題・対策案

を第１回会議で報告するよう依頼する。 

⑥ 設置しないことを決定した場合、事務局員から対策本部メンバーへ不設置の旨を連絡

する。 

 

 夜間・休日発災の場合 

夜間休日に 2.3 に該当する事態が発生した場合、以下の手順で対策本部を設置する。 

① 事務局員は、2.3 に該当する事態の発生を、インターネット・TV ニュース等により覚知す

る。 

② 事務局員は緊急参集要員（⇒2.7 参照）と適宜連携して被害情報を収集のうえ、メ

ンバー間で情報共有し、その地震による影響予測を行う。 

③ 事務局長から本部長へ影響予測の結果を報告し、対策本部設置の必要性について協

議する。 

④ 本部長は、対策本部の設置要否を決定する。 

⑤ 設置を決定した場合、以下の対応を取る。 

➢ 事務局長は、対策本部設置場所・会議開催時刻を決定する。開催時刻は、安

全に参集できる時刻（夜間の参集は避ける）や参集に要する時間を考慮のうえ、

決定する。 

➢ 事務局員は、対策本部各班員に対して参集を指示し、収集情報と課題・対策案

を第１回会議で報告するよう依頼する。 

➢ 参集指示を受けたメンバーは、自身や家族の安全確保を前提にできるだけ速やか

に参集する。自身や家族の安全が確保できない場合、事務局長へその旨を連絡

する。 
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⑥ 設置しないことを決定した場合、事務局員から対策本部メンバーへ不設置の旨を連絡

する。 

 

2.6 情報共有 

 各キャンパスから本部への報告 

八王子キャンパスおよび附属中高は、所在自治体が震度６弱以上の揺れに見舞われた場合、地震

発生１時間後をめどに、（2）に示す手段を用いて法人本部対策本部へ被害状況を報告する。 

被害報告に当たっては、優先度を意識して報告する（死者・重傷者の有無、火災・建屋被害の有

無、ライフラインの状況等）。 

 

 情報共有手段 

連絡や情報発信に用いる手段の優先順位は、それぞれ以下のとおりとする。 

用途 使用する手段の優先順位 

対策本部メンバー間の連絡 １ 内線 

２ Teams 

３ 緊急連絡網（電話） 

キャンパス間の連絡 １ 内線 

２ 災害時優先電話 

３ ＩＰ無線 

対策本部から教職員等への情報発信 １ 教職員ポータル 

２ HP 

３ メール 

対策本部から学生・生徒・保護者等への情報発信 １ 学生ポータル 

２ HP 

３ メール 

 

2.7 緊急参集 

夜間休日に 2.3 に該当する事態が発生した場合、あらかじめ定める緊急参集要員は、状況確認の

ため以下のとおり参集する。 

① 2.3 に該当する事態の発生を覚知した場合、緊急参集要員は、事務局員から依頼を

受けた場合、自身や家族の安全確保を前提にできるだけ速やかに駆けつける（ただし、

夜間の参集は避ける）。 

② キャンパスの状況を警備員とともに確認する。 

➢ 建物の状況：大きな損壊の有無 

➢ ライフラインの状況：停電・断水の有無 

➢ 周辺の状況：鉄道駅・周辺の大学等の状況 

非公開 



 

 7 

 

③ 確認結果を、事務局員へ報告する。 

④ 報告後は、安全が確保できる状況であれば片付けを行い、安全が確保できなければ帰

宅するか安全な場所に避難する（本部の指示がある場合は、自身の安全を最優先に

その指示に従う）。 

 

参集時には以下に留意する。 

 自身の安全に十分留意し、キャンパスへの途上で火災等の危険があれば引き返す。 

 参集時はヘルメットを着用する。 

 キャンパス確認時は複数名で行動する。 

 建物は、内部に入らず外観の確認でもよい。 
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3 地震発生時の対応 

3.1 教職員等 

非公開 

 

3.2 対策本部各担当 

非公開 

 

4 復旧局面の対応 

4.1 対応体制 

復旧局面においては、通常組織にもとづいて復旧・授業再開を目的とした活動を行う。なお、法人全

体の対応方針の協議や復旧の進捗共有を目的とした対策本部会議は適宜開催する。 

 

4.2 復旧対応の方針 

復旧局面における対応方針は以下のとおりとする。 

 
 

4.3 前提条件 

首都直下地震により、以下の状態となる事態を想定する。 

（１） 引き続き人命安全を最優先とした対応を継続し、被災した学生・生徒および教職員に対する支

援を実施する。 

（２） キャンパス内の危険個所の解消・立入禁止措置を含め、法人資産の速やかな復旧・整備に努

める。 

（３） 災害発生時期によって必要となる対応を含め、法人として必要な業務の継続・早期再開を目指

す。 

（４） 安全面や社会状況も考慮して必要な環境が整った後、速やかに教育・研究活動を再開する。 
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 ライフライン 

 
 

 

 学内 

項目 想定される被害 

学生・教職員 
 安否不明や死傷する学生・教職員、および自宅・家族が被災する学生・

教職員がいる 

建物 

 新耐震基準の建物は、一定程度の被害が発生しても応急措置を行うこ

とで利用可能 

 旧耐震基準の建物（八王子：いぶきドミトリー）は、建物構造に被害

が発生して使用不能 

建物付帯設備 

（天井、壁、窓

ガラス等） 

 軽微な被害が部分的に発生（天井パネルの落下、壁や窓ガラスに軽微

なひび割れ） 

トイレ 
 【新宿】断水時は、高置水槽・受水槽分に残る水のみ利用可能 

 【八王子・中高】井水のポンプ稼働により利用可能 

エレベーター  停止（復旧には専門業者が必要） 

発災当日 ～3日 ～1週間 ～2週間 ～3週間 ～1ヶ月 1ヶ月～

共通
一部地域で計

画停電
復旧

電話（一般電話） 共通
使用不可
（輻輳）

使用不可
（基地局停止）

つながりにくい

状態
復旧

災害時優先

電話
共通

通信（業務用端末か

らのネットワーク接続）
共通 通信速度低下 復旧

通信（私用端末からの

ネットワーク接続）
共通

使用可
（ただし遅延）

使用不可
（基地局停止）

通信速度低下 復旧

IP無線 共通

内線電話 共通
使用可（バッテリー

残量のある間のみ）

使用不可
（停電）

使用可（電力

復旧時のみ）
復旧

八王子、

中高

共通 復旧

八王子

共通 復旧

－ ほぼ正常化

－ ほぼ正常化

使用不可（停電）

安全が確認された区間から徐々に運行再開（間引き運転や一部路線の運休・短縮等あ

り）

都市ガス（中圧） 使用可

バス

都市ガス（低圧） 使用不可

電力 停電*

水道（井水）
使用可（発電機から井水ポンプへ

給電）
復旧

通

信

使用可

使用可

項目
対象

キャンパス

発災後経過日数

鉄道 首都圏全域で運転見合わせ
被害の少ない地域から徐々に運行再開（不通区間は

順次バスによる代替輸送を実施）

水道（市水） 使用不可

非公開 

非公開 
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項目 想定される被害 

事務機器等 

 机上の書類や PC 等が落下・散乱 

 未固定の机や椅子、パーティション等が移動 

 未固定のキャビネットが転倒 

情報システム・デ

ータ等 

 両キャンパス停電時には以下のシステムのみ使用可能 

Gmail、事務用メール、Teams（個人スマホからのみ使用可能） 

※認証システムのダウンに伴い、認証を要する各種システムは使用不可 

 電力が復旧しサーバーが稼働すれば、サーバー内の情報は破損なく使用

可能 

 

【参考】都心南部直下地震（Mw7.3）による震度分布図 

 
出典：内閣府資料 

 

4.4 各部署の対応 

復旧局面における主な部署の行動項目概要を以下に示す。なお、行動の詳細は別紙に定める。 

組織名 行動項目 
実施時期（目安） 

3 日～1 週間 1 週間～1 か月 1 か月～ 

オンラインキャ

ンパス準備室 

 

先取り履修生安否確認 ● ●  

科目再開状況調整 ● ● ● 

新宿キャンパス：震度６強

・八王子キャンパス、附属中高：
震度６弱

非公開 

 

非公開 
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組織名 行動項目 
実施時期（目安） 

3 日～1 週間 1 週間～1 か月 1 か月～ 

 

事業推進課 操縦訓練中（国内・米国）学生への連

絡手段の確保 
● ●  

訓練継続に係る意思決定・連絡体制の

構築 
● ● ● 

操縦訓練中学生の帰京・帰国対応  ● ● 

学内委託業者各プログラムの調整 ● ●  

国際課 留学・招へい学生への連絡手段の確保 ● ●  

留学・招へいプログラム継続に係る意思決

定・連絡体制の構築 
● ● ● 

留学・招へい学生の帰国対応  ● ● 

渡航前の各プログラムの調整 ● ●  

教務課 科目担当教員の状況確認 ● ● ● 

教室・設備の状況確認 ● ● ● 

学生への授業休講の連絡 ● ● ● 

科目担当が出来ない教員の科目の代替

措置の検討 
 ● ● 

使用不能教室・設備を使用する科目の

代替措置の検討 
 ● ● 

授業再開日の学内調整  ● ● 

授業再開  ● ● 

休講分の代替措置の検討  ● ● 

被災して再開後の授業に参加できない学

生の救済措置の検討 
 ● ● 

学生支援課 安否確認の継続、被災学生の対応 ● ●  

実家または自宅が被災した学生への特例

助成等検討 
 ● ● 

死亡学生・行方不明学生等の対応 ● ● ● 

(相談室）災害専用相談体制  ●  

(相談室）通常相談体制の再開   ● 

課外活動、イベントの再開準備  ● ● 

課外活動、イベントの再開  ● ● 

学事課 

（新宿） 

学生・教員の出張確認[学事課] ●   

部署内確認・復旧、無事な機器備品の

保全[学事課・学部事務室] 
 ● ● 

非公開 
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組織名 行動項目 
実施時期（目安） 

3 日～1 週間 1 週間～1 か月 1 か月～ 

学生向け情報発信[学部事務室]  ● ● 

学事課 

（八王子） 

交通アクセス状況確認 ●   

地域連携  ● ● 

自治体からの情報収集 ● ● ● 

シャトルバスの運行（授業実施日）  ● ● 

就職キャリア

支援課 

学生個別指導・就職斡旋の中止対応 ●   

就職斡旋、就職キャリア支援イベントの再

開準備 
 ●  

就職キャリア支援イベントのスケジュールの

修正 
  ● 

入学広報課 関連企業・試験会場・交通機関の被害

状況確認 
●   

試験運営従事者の確認  ●  

受験者・外部からの問い合わせへの対応  ●  

学長企画課 自治体・周辺連絡調整  ●  

文部科学省等への照会・調整  ●  

復旧計画の確認、予算管理  ● ● 

経営企画課 

広報課 

発信チャネルの確認 ●   

震災を受けての学内・校内からの発信情

報の整理・確認 
● ● ● 

情報発信 ● ● ● 

災害発生から復旧までのプロセスまとめ、

発信 
  ● 

研究推進課 外部連携機関への状況説明 ● ● ● 

研究費原資の購入物品等への支払業務

の継続 
● ●  

研究費執行管理業務の継続  ● ● 

特許出願の緊急時対応  ● ● 

事業再開に向けた計画及び学園行事の

開催に向けた計画を確認 
●   

総務課 臨時理事会の開催  ●  

安否確認、出勤可能者の把握・配置 ●   

被害状況集約 ● ●  

公印の管理 ●   

遺体の保存 ●   

非公開 
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組織名 行動項目 
実施時期（目安） 

3 日～1 週間 1 週間～1 か月 1 か月～ 

ごみ・糞尿の保管・処理  ●   

自治体・周辺連絡調整 ● ●  

帰宅困難者の対応 ●   

災害対応の記録・整理 ● ● ● 

教職員の安否確認 ●   

人事課 出向先・元との出向職員、派遣会社との

情報共有 
●   

勤務時間・勤怠、通勤困難な教職員に

対する勤務取扱方針の決定と告知 
●   

アウトソーサーの被害状況確認 ●   

安否不明教職員の確認 ● ● ● 

部署内機器備品・部署内保存文書の被

害状況確認 
 ●  

社会保険（短期、労災）に関する教職

員への情報発信 
  ● 

災害対応等に必要な現金による支払体

制確保 
●   

財務企画課 仮払い等に於ける支払い処理 ● ●  

修繕費等の完全復旧への資金計画策定   ● 

金庫及び現金の状況確認及び管理体制 ●   

管財課業務（検収以外）のアナウンス ● ● ● 

管財課 検収業務のアナウンス ● ● ● 

固定資産（機器備品等）の被災状況

の把握 
● ● ● 

損壊した固定資産の除却と廃棄の指示  ● ● 

検収業務の再開 ● ● ● 

管財課業務（検収以外）の再開 ● ● ● 

調達業務のアナウンス ● ● ● 

購買課 主な取引業者の営業状況・発注先への

納期の確認 
● ● ● 

取引業者への支払遅延・調達申請依頼

者への納期の連絡 
● ● ● 

発注・支払の再開 ● ● ● 

建物・設備の被害状況確認 ●   

ライフラインの点検・修繕 ● ●  

非公開 
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組織名 行動項目 
実施時期（目安） 

3 日～1 週間 1 週間～1 か月 1 か月～ 

新宿施設課、

八王子施設

課 

優先修繕対象の検討、修繕 ● ●  

施設再利用に関する情報発信  ●  

基幹ネットワーク・統合認証基盤・共同利

用コンピュータシステム・研究室エリアのネッ

トワークの損壊確認・復旧・運用 

● ● ● 

情報システム

課 

連絡手段・情報発信手段の確保 ● ● ● 

事務系 H/W・工手の泉施設 

の物理損壊状況調査・復旧・運用 
● ● ● 

部署内保存資料、文書、データの被害状

況確認 
●   

内部監査室 キャンパス内各施設の詳細被害確認と安

全確保 
●   

中高事務室 優先修繕対象の検討 ●   

業者への修繕依頼 ●   

施設再利用に関する情報発信  ●  

防災備品の拡充   ● 

    

 

4.5 災害発生時期によって必要となる対応 

各部署の業務やイベント等の中には、災害の発生時期によっては特別な対応が必要となるものがある。

ここでは、そのうち主要なものにおける対応方針を示す（その他部署を含む必要な対応の詳細は、別紙

に示す）。 

なお、有事の際には適宜法人内での承認を得た上で対応することとする。 

 

No. 業務名 部署名 対応が必要になる時期 

1 入学試験の実施 
入学広報課 

中学校・高等学校事務室 
入試実施３か月～１週間前 

2 合格発表の実施 
入学広報課 

中学校・高等学校事務室 
合格発表前 

3 卒業・進級判定作業 教務課 
8 月中旬 

3 月中旬 

4 
学位授与式・入学式

の実施 
学事部学事課 式典１週間前 

非公開 
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No. 業務名 部署名 対応が必要になる時期 

5 給与支払い 人事課 給与データ作成前 

6 取引先への支払 財務企画課 取引先への支払データ作成前後 

7 決算業務 財務企画課 年度末 

8 関係者への情報発信 総合企画部広報課 各種イベント前 

 

 入学試験の実施 

入学広報課および中学校・高等学校事務室は、入学試験１週間程度前までに、入学試験実施に

必要な下記リソース等を確保できる見込みが立たないと想定された場合、「非被災地等の別会場での

入試実施（試験日程の変更含む）」「日程を変更して通常会場にて実施」のいずれかとすることを含め

て対応を検討する。 

【学外】 

 インターネット環境 

 交通網（鉄道、バス等） 

【学内】 

 電力、上下水道 

 システム環境 

 面接官・事務職員 

 キャンパス内建物の安全性 

 試験用資材（問題用紙・解答用紙等） 

なお、入学試験を実施できない場合、志願書（web）および調査書（郵送）による合否判定の

実施を検討する。また、キャンパス内建物等の被害が甚大で新入生の受入が困難な場合は、当該年

度の学生募集を中止することを検討する。 

 

 合格発表の実施 

入学広報課および中学校・高等学校事務室は、合格発表前までに必要な下記リソース等を確保で

きる見込みが立たない場合、合格発表の延期を検討する。 

【学外】 

 インターネット環境 

【学内】 

 電力 

 システム環境 

 合否判定・合格発表を行う職員 

 キャンパス内建物の安全性 

 

非公開 
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 卒業・進級判定作業 

教務課は、卒業・進級判定に関して、下記時期に地震が発生した場合、成績入力期日、判定期日、

発表の延期可否を検討する。 

 9 月卒業・進級判定作業：８月中旬 

 3 月卒業・進級判定作業：3 月中旬 

 

 学位記授与式・入学式の実施 

学事部学事課は、学位記授与式・入学式の一週間前になっても実施の見込みが立たない場合は、

式典を延期又は中止し、HP、SNS、郵送等を用いて速やかに対象者に連絡する。 

実施する場合は、対象者に配慮した形式とし、事前周知の内容から変更する場合（例：開始時刻、

場所等）は、HP、SNS、郵送等を用いて速やかに対象者に連絡する。 

 

 

 給与支払い 

非公開 

 

 取引先への支払 

非公開 

 

 決算業務 

非公開 

 

 関係者への情報発信 

非公開 

 

 

 

5 平時の運用 

本計画に記載された有事の対応を適切に実行するために、平時から取り組みを推進する。本章では、

平時に行う取り組みの概略について定める。 

 

5.1 事前対策の実施 

本計画の実効性を向上させるため、平時から行うべき事前対策の実施計画を策定し、それに沿って

担当部門は着実に対策を実行する。 
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5.2 教育・訓練 

本計画の実効性を高め、実際の災害発生時の対応に万全を期すために、平時から学生・生徒・教

職員などに対して教育・訓練を実施する。原則として年度毎に教育・訓練計画を立案する。 

訓練の具体的な内容や方法には例えば以下のようなものがある。企画・実施に当たっては、必要に応

じて外部専門家等にも相談して検討する。 

対象 訓練（例） 

災害対策本部向け  災害対応に関する課題についてグループディスカッションを行うワーク

ショップ訓練 

 一定のシナリオを想定したロールプレイング訓練（初動対応など） 

 本部と他キャンパスとの連携訓練  等 

自衛消防隊向け  活動内容に関する教育 

 実動訓練（救護用品等の場所・内容確認及び設置、隊長との

情報共有等） 

 応急救護講習（外部機関が実施しているもの）  等 

学生・生徒・教職員

等向け 

 安否確認システムの応答訓練 

 避難訓練 

 防災・BCP に関するセミナー  等 

 

5.3 点検・見直し 

平時からの取り組みについて年 1 回以上点検・評価を行う。点検・評価の項目例を以下に示す。必

要に応じて外部専門家などの第三者も活用する。また、取り組み予定・実績については、経営者等へ報

告する。 

点検・評価の結果、改善が必要な事項については計画的に改善策を検討・実施する。 

分類 点検・評価項目（例） 

災害対応の体制・ル

ール・文書について 

 改組・人事異動等に伴う体制や部署名表記および役割の修正要

否 

 使用手段の変更や事前対策の進捗等に伴う行動内容の修正要

否 

 教育・訓練および実際の災害対応で確認された課題・改善点にも

とづく修正要否  等 

平時の取り組みにつ

いて 

 事前対策や教育・訓練等がスケジュール通り実施されているか 

 平時の取り組みが本マニュアルの実効性向上・維持に貢献してい

るか 

 平時の取り組みが日常業務への負担となっていないか  等 

 

 



 

 18 

 

6 関連様式等 

本計画の内容に関連する様式（別紙）等を以下に示す。 

 

■帳票 A：平時に記入しておくもの 

No. 関連文書・様式名称 共通様式/拠点別 

A-1 対策本部要員リスト 拠点別 

A-2 対策本部資機材リスト 拠点別 

A-3 備蓄品リスト 拠点別 

A-4 情報収集サイト一覧 共通 

A-5 関係機関連絡先一覧 拠点別 

A-6 各部署の復旧対応詳細 共通 

A-7 災害発生時期によって必要となる対応 共通 

   

   

   

 

■帳票 B：災害発生後に記入するもの 

No. 関連文書・様式名称 共通様式/拠点別 

B-1 災害情報整理様式 共通 

B-2 外部情報整理様式 共通 

B-3 被害確認チェックリスト 共通 

B-4 被害情報集約シート 共通 

   

   

   

 

  

非公開 

非公開 
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＜改訂履歴＞ 

版数 発行年月日 改訂概要 
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